
第十四回総会を５月２４日（土）に薩摩川内市総合福祉会館２階ホール

で行いました。会員１６６名中（出席会員８２名）委任状４４名で

合計１２６名）出席率８６％で会員総数の過半数以上が出席して

おり規約第16条３項の規程に基づき本総会は有効に成立する事を

羽有事務局長が説明しました。鉾之原支部長の挨拶の後、議案１号「２５年度事業報

告」は山本理事が、議案２号「２５年度収支決算」は枇杷理事が内容説明をし、今村

監事が会計監査報告を行いました。１号議案と２号議案は挙手満場一致で承認されま

した。その後、議案３号役員の改選（案）については、会場の皆さんに意見の有無の確認を行った

所、執行部案が採択されました。議案４号「２６年度事業計画（案）」は山本理事が説明し、議案

５号「平成２６年度川薩支部収支予算（案）」は枇杷理事が新規パソコンの購入など予算案の具体

的内容の説明を行いました。議長が採決をもとめ大多数の挙手で承認されました。その後、古城理

事から在宅医療に関する調査アンケートの報告と解説がありました。   
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第２部は北薩地域振興局保健福祉環境部川薩保健所長 揚松龍治先生が｢在宅医療

の体制つくりについて｣～地域包括ケア実現のために～の講演を行いました。 

高齢化社会は高齢者（６５歳以上）の割合が７％以上で高齢社会は１４％以上 

超高齢社会は２１％以上です。２００９年日本の高齢者の割合は２２％を超え、

日本は超高齢社会になりました。高齢化社会から高齢社会になるのに要した年数

は日本は２４年で先進国の中では他に類を見ない速さです。 

① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万

人）です。また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える

見込みとなっています。② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢

者が増加し③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦の

みの世帯が増加していき④ 75歳以上人口は、都市部

では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方で

も緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況は異なる

ため、各地域の特性に応じた対応が必要です。 

在宅医療の推進についての川薩圏域の特徴は 

①国より高齢化の進行が早い。②人口は減少するが高

齢者の人口は大きく変化しない。③高齢者を支える家

族が少なく， 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦の

みの世帯の割合が多い。④医療･介護の必要な後期高

齢者，「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者の割合が増加していく。⑤圈域内の人

口あたりの医師数が少ない地域があり，高齢化も課題である。⑥医療・介護資源には限りがあり

連携を進めることが必要。 

１人の力、単一の職種、単一の組織には限界がある

多職種協働によるチーム支援とネットワークが有効

対象者に関係する職種や取り巻く人々すべてが、本人の生活の自立やQOL向上に向けてアプ

ローチするなかで、それぞれの職種がその特徴を活かしながら自分がどの役割を担い、全体
としてどのようなサービスを組み立てていくのかを認識することが重要

・どのようなケースにどのようなサービスが有効か明らかになる

・地域に不足している資源や連携不足の課題が明らかになる

・予防、早期発見のために必要な方策が明らかになる

・他のケースにも共通する地域の課題が明らかになる

事業化や制度改正につなげ 政策に反映させる
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地域包括ケア実現のための視点 は①医療と介護の連携 ②介護サービスの充実強化 ③介護予防の

推進 ④見守り・配食・買い物等多様な生活支援サービス確保や権利擁護 ⑤高齢期になっても住

み続けることができる住まいの整備です。 

●在宅医療の提供体制
区分 県 川薩地域

数 人口10万対 数 人口10万対

在宅療養支援病院数 １７ １．０ ０ ０．０

在宅療養支援診療所数 ２６３ １５．４ ２７ ２１．８

在宅療養支援歯科診療所数 ５９ ３．２ ４ ３．２

訪問薬剤指導を実施する薬局数 ６７７ ３９．７ ６２ ５０．０

訪問看護ステーション数 １１２ ６．６ ９ ７．４

訪問診療を受けたレセプト件数
（6ヶ月）

５１，５７２ ３，０２３．０ ３，４７５ ２，８０２．４

在宅患者訪問看護算定件数
（6ヶ月）

１３，４２６ ７８７．０ ９７９ ７８９．５

在宅死亡者数 ２，５１８ １４７．６ ２３７ １９１．１
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第一回川内地域在宅医療連携多職種交流研修会が  

６月５日（木）１９：００～２０：５０に川内看護専

門学校会議室でおこなわれました。最初に久留敏弘 

先生（川内市医師会副会長）が挨拶され、司会進行は

今村幸二 氏（川内市医師会在宅医療支援センター準備室）が行いました。その後「それ

ぞれの職種における服薬管理及び服薬方法について」のグループワークを１テーブル  

６名で３０分ほど行いました。たくさんの病院から処方された多くの薬を患者が服薬管

理しやすいように、上手くまとめられないか？認知症の患者に対しての服薬管理の難し

さなどの問題が出てきました。その後、藤井規好 先生（川内市薬剤師会長）の「在宅

での薬局（薬剤師）の役割について」の講演がありました。在宅患者訪問薬剤管理指導

についての説明と実施できる薬局名（薬局どんで検索すれば、鹿児島県薬剤師会のＨＰ

でしらべられます）、通院困難とはどのような場合かなどの説明がありました。その後

名刺交換会を行い最後に小山先生（川内医師会理事）が総括の挨拶をされました。 

薬剤師の在宅訪問とは具体的には利用者

(患者)宅にお薬を持って訪問し・服薬状

況・他科受診の有無・薬剤の保管状況・

併用薬の有無・重複投薬の有無・相互作

用の有無・副作用の有無・その他などを

確認し適切に指導します。 

今村理事がまとめられた【解決に向けた方針】 

・基本的な方針(ケースによって)に枝葉をつけていく(CM、訪問看護、ヘルパー、デイ) 

 (例)医師による処方⇒家族の状況⇒管理上の問題⇒調剤薬局⇒チームケア 

・服薬カレンダーを利用して、飲み忘れを防ぐ 

・薬局により、日付入りで分包してくれるので、お願いする 

・一人暮らしの老人で、掃除や生活の身の回り(掃除・洗濯・入浴等)は概ねできても、認知症の影響

で、内服管埋と食事や水分摂取をきちんとできない利用者がいる。大事な内服を朝だけに寄せて飲む

ようにしても、食事をきちんと摂って服薬しているか分からず、ヘルパーを利用している。内服管理

とひと囗に言っても、その人の生活習慣、性格等、在宅生活の状況を把握して考える必要がある。 

医療と介護の連携はますます重要と考えます。 
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第二回川内地域在宅医療連携多職種交流研修会が８月６日（水）

１９：００～２０：５０に川内看護専門学校会議室でおこなわれ

ました。久留敏弘 先生（川内市医師会副会長）の挨拶の後、 

司会進行は岩下隆江 氏（川内市医師会在宅医療支援センター準

備室）が行いました。「退院支援に係る各職種の役割と連携について」

のグループワークを３０分ほど行いました。その後、城 貴美子 先生

（若松記念病院訪問看護ステーションコスモス管理者）が「訪問看護師

が在宅でできること」の講演を行いました。名刺交換会を行い最後に 

小山先生（川内市医師会理事）が今後の研修会計画の予定をお話されま

した。 

訪問看護の対象者は新生児から高齢者まで自宅で療養することが必要なすべての方が対象となります。

訪問看護提供に当たっての保険の選択は介護保険と医療保険の２つになります。 

介護保険の対象であっても訪問看護は医療保険で行う対象者は以下の２つです。 

①厚生労働大臣が定める疾患（末期の悪性腫瘍、人工呼吸器を使用している状態、他）②病状の悪化等

で医師から特別指示書をもらった場合 

特別指示書：急性憎悪その他主治医が頻回な訪問看護が必要と認めた場合は月に１回限り１４日に限っ

て医療保険で頻回な訪問看護を提供。有効期間は１４日間（真皮を超える褥瘡・気管カニューレは月2回

交付可能）有効期間は２８日 

          訪問看護と訪問介護の同時訪問 

①利用者の身体的理由体重が重いなどにより１人の看護師等による訪問看護が困難と考えられる場合 

②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 

③その他の利用者の状況から判断して、①又は②に準ずると認められる場合 

複数の訪問サービスを、同一時間帯にケアプランに位置付けられた上で提供する場合はそれぞれに算

定できます。 

  ケアマネジャーへ訪問看護からのお願い 

医療保険の訪問看護もケアプランに入れて下さい。 

医療保険の訪問看護も担当者会議に参加させて下さい。 

あたえられた事例に対してのグループワーク（ケアマネジャー）のまとめ 

床ずれマット等の福祉用具を検討。訪問・通所リハビリを導入して、認知症の進行や筋力低下を予防する。・

限度額を考えながらのサービスを組むことに苦慮する。ＡＤＬ、介護状態を把握する。要介護２では介護保険

はパンクしてしまう。ご家族の協力は不可欠。本人、家族の希望を聞き、サービスを調螫していく。区分変更

についても検討する。ドクターとの関わりが大変なので、薬の管理の部分では薬剤師に相談ができる。 

服薬がどうしてもできない時は医師に相談(受診同行)して、調整をお願いする。医療との連携。退院時は訪問

看護・福祉用具等をお願いする。独居であるため、行政の支援が必要かを検討。民生委員や地域の協力を得

る。退院時カンファレンスへ参加し、家族とも相談する。認知、独居状況をソーシャルワーカーに確認。退院

後の食事、服薬、褥瘡のケア等を退院時カンファレンスで確認。 

川内市医師会在宅医療支援センターの資料より抜粋してあります。 
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研修内容は１日目、福祉用具専門相談員へのアンケート結果を

お伝えし、住宅改修と福祉用具の基本的考え方の座学を２０分

した後、福祉用具のアセスメントとケアプランの記載について

各グループに福祉用具相談員に入って頂き意見交換をして、グ

ループで話した事を発表。次回の課題の事例を宿題にして、２

日目も同様のグループで、住宅改修と用具の選定を検討。各グ

ループの発表と実際の改修の状況を示しました。 

大事な事は・現地に必ず赴く・どのような生活場面でＡＤＬ

に問題があるか・その原因は何なのか・解決するためにどう

したらよいのかを明確にし、「住宅改修による効果まできち

んと予測する」にあります。 

８月２７日（水）９月３日（水）に

「効果的な住宅改修・福祉用具選定

の考え方」の研修会を薩摩川内市総

合福祉会館２階ホールで行いまし

た。古城理事が司会を上薗理事が 

講師を担当され、７５名の参加がありました。  株）カクイックスウイング川内営業所

（株）タクマ建設北薩営業所 （株）

サポートケア （有）南洲メディカル

４事業所のご協力に感謝します。 

住宅改造の基本的な進め方 

①生活目標を知る：これからの人生をどう過ごすか？住宅改造に 携

わる人は、人の一生を左右することを認識すべきです。 

②日常生活を知り、住宅改造の目的をはっきりさせる：一日の生活プ

ログラムを把握＊住宅改造の必要性十分に検討。ＡＤＬで困っている

こと、それに伴う住宅改造の場所、住宅改造によってＡＤＬがどのよ

うに変わるか(変えられるはずか)について十分に検討する。 

住宅改造の条件を整理する：住宅改造には、心身状況、住宅状況、 

家族状況、経済状況面から検討を行うことが重要です。 

（Ａ）心身機能状況：歩行能力の把握が重要。ＰＴやＯＴに把握して

もらうことが必要：進行性疾患者の住宅改修は慎重に。心身機能の将

来予測について医師と相談が必要です。 

（Ｂ）住宅状況：住宅を訪問して･高齢者が改造方針案を持っている

場合、それが実現できるかどうか？建築条件､経済条件からどの程度の住宅改造ができるか？検討

した住宅改造案が実際に可能か？壁や柱の位置を変更できるかどうか？＊住宅全体の問取りを把握

をする＊住宅改造の方針は、現場で検討する。ＡＤＬの確認ができるから＊住宅では、写真やビデ

オを詳細に撮る＊移動方法が基本＊福祉用具の活用の可能性を探る＊建築法規上の問題点も整理   

＊改造個所については、詳細かつ正確な平面図を入手･作成するとともに、敷地･設備条件も把握 

（Ｃ)家族状況：家族構成､家族間の人間関係＊｢要監視｣の状態で生活する時の寝室等の位置は重要

＊介護者が必要か、必要としたら誰なのか＊介護者の健康状態は良好か、このまま介護を担えると

考えてよいか＊住宅改造の｢決定権｣は誰が持っているか（Ｄ）)経済状況：住宅改造費用は誰が負

担をするのか＊公的費用助成の申請、費用に伴う住宅改造の方針変更＊公的費用助成には、所得制

限がある 
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在宅医療における医療連携体制についての 

説明会（キックオフミーティング）が９月 

１６日（木）１９：００～２１：２０に 

川内市国際交流センターでおこなわれまし

た。江畑浩之 先生（川内市医師会長）が

挨拶されて後、揚松川薩保健所長が「在宅

医療にかかる医療連携体制基準について」の講演を行い

ました。参加申し込み方法等についての説明は川薩保健

所健康企画課が行いました。多職種交流学習会は、以下の代表者が詳しい内容の説明をされまし

た。 

①入院医療機関(医療連携室含む)ができること 川内市医師会立市民病院   長井砂都美氏 

②介護支援専門員ができること 鹿児島県介護支援専門員協議会 川薩支部理事  古城裕喜氏 

③在宅医ができること     川内市医師会理事        小山 寿 氏 

④訪問看護ができること    訪問看護・リハクオラＵ 保健師 柳田干草 氏 

⑤歯科医や歯科衛生士ができること 薩摩川内市歯科医師会副会長 銀屋一彦 氏 

⑥薬剤師ができること      川内市薬斉l師j会 会長      藤井規好 氏 

最後に 在宅医療支援センター（室）の紹介があり、薩摩郡医師会在宅医療事業運営委員

北薩リハフォーラム２０１４が９月２７日（土）１３時～１９時に薩摩川内市国際

交流センターで行われました。本会員４７名、全体で３６３名の参加がありまし

た。１３：００～１４：００は各部会が別会場に分かれて開催されました。 

①川薩地区脳卒中あんしんノートについて 川畑慎吾 川内市医師会立市民病院 

②ＭＳＷスクリーニングの効果について 上原吉雄  出水総合医療センター 

③在宅復帰の第一歩は信頼関係から始まる ～社会資源と人的信頼関係の構築の必

要性～             米盛康二郎 クオラリハビリテーション病院 

④家で看取りをしたい 鈴木康代  市比野記念病院居宅介護支援事業所 

⑤これからの医療連携～介護支援専門員に求められること～古城裕喜 川薩支部理事 

  詳しい内容は参加された方に資料をお借り下さい。 

 

１４：３０～１７：５０は次の２つの講演が行われました。 

講演Ⅰ ｢在宅医療連携－プロジェクトＺの取り組みについて－｣ 野上美智子先生

(臼杵市医師会立コスモス病院地域医療福祉連携室課長) 座長:小丸みさち氏(薩摩

郡医師会在宅医療推進支援室) 

講演Ⅱ ｢かかわりのもたらすもの－地域でいきいきと生きる－｣ 稲川利光先生(ＮＴ

Ｔ東日本関東病院リハビリテーション科部長) 座長:長嶺英博氏(川内市医師会立市民

病院) 

６ 



名刺交換会(18:00~19:00)は松下兼一先生が挨

拶され講演者の先生方も加わり４０名以上の

参加があり盛会のうちに終了しました。軽食

が準備してあり、皆さん楽しく名刺や情報の

交換をされていました。リハビリテーション

広域支援センターの御努力で参加費無料でし

た。講演準備、会場の設営、後片付けなど支部事務局、各理事の方々

大変お疲れ様でした。 

１０月１６日（木）に「認知症の基本的理

解をもとにしたアセスメントのポイントを

学ぼう」研修会を薩摩川内市総合福祉会館

２階ホールで行いました。古城理事が司会

を古城順子氏（認知症介護指導者）が「認知

症の基礎知識とアセスメント」の講演と具体

的な症例でグループワークを行いました。 

第２部講演は藤井規好氏（川内薬剤師会会

長）が「認知症治療薬の効果と副作用、観察

のポイン」の演題を、薬の種類によっては認

知症に似た状態になること。錠剤が飲めない

患者さんの場合は、薬剤師に相談すれば、形状を変える事

が出来る場合がある事など。を講演されました。最後に意

見交換会を行い皆さんで自己紹介、相談などされていまし

た。７５名の参加がありました。  

第三回川内地域在宅医療連携多職種交流研修会が１１月６日（木）１９：

００～２０：５０に川内看護専門学校会議室でおこなわれました。「歯科

医師が在宅でできること」を薩摩川内市歯科医師会副会長の銀屋一彦先生

（ぎんや歯科医院 院長）に講演していただき、その後、歯科医師とのフ

リートークタイムを３０分行い、皆さんに発表していただきました。最後

に名刺交換会を行い情報交換を行いました。 

現在訪問歯科診療で行える内容 注意(訪問診療を行う歯科医師の判断・息者さんの状態等によって

変わります) 例示: ◎ほぼ間違いなく行える内容 ○患者さんの状態によるがほぼ行える内容 

△行えたり行えなかったりする場合があるもの   ×行うにはかなりの困難を伴うもの 

入れ歯の調整・修理              ◎       

入れ歯の新製・大きな修理           ○ 

簡単な虫歯の治療(詰め物をする程度)      ○ 

やや大きな虫歯の治療(神経の治療を伴うもの等) ○ 

単独の歯に行うかぷせものの治療(銀歯等)    △ 

複数歯にまたがるかぷせものの治療(ブリッジ等) × 

抜歯等外科処置                ○  
７ 



１１月２０日（木）に薩摩川内市総合福祉会館２階ホールで「口腔内

観察のポイントと歯科医師との連携」を山本敏夫先生（川薩支部副会

長）、「訪問診療を依頼するには」を銀屋一彦先生（薩摩川内歯科医

師会副会長）に講演して頂きました。 

              歯科訪問診療を行う前提条件は 

①本人が寝たきり.もしくはそれに準ずる状態で有り､通院が不可能もしくは困難であること 

②.本人もしくは家族からの依頼があること 

③.主治医等が必要性を謬めていること(主治医意兒書等の記入)従って歯科医師が勝手に押しかけて診療

することはできません。 

歯科訪問診療を行った場合､通常の歯科診療と同様の処置点数が発生します。但し以下の処置に関して

は1.5倍の点数となります。抜随（生きている歯の神経を取る処置）：感染朖管処置（細菌に感染して

しまった歯の神起に竍する処置）：抜歯：口腔内滑浚手術（歯ぐき等腫れた部分を切開し､膽を出す処

置）：有床義歯修理（入れ歯の修理） 

 

          訪問歯科診療時に発生する費用について 

在宅においても疾病治療部分は健康保険にて給付となります。その場合必ず発生するの

が訪問診療料です。初診料と再診料は含まれています。１点は１円です。 

同一建勧内において1名のみ２９分以上診療を行った場合 ８６６点 

同一建物内において2名以上9名まで２９分以上行った場合 ２８３点 

同一建勧において10名以上､もしくは２０分以内の診療を行った場合 １４３点です。 

・以下の処置は介護保険が優先となります 

・居宅療養管墹指導:5叩単位(月2回まで)・歯科衛生士居:宅療養管理指導:302単位(月4回まで)・ 

・施設等に入所れている方は介護保険対外、その場合はすべて医療保険にて対応することとなります。 

・歯科居宅管理は給付限度外の扱いとなり、給付枠とは無関係に利用可能です。 

介護保険において歯科関係の請求点数には実はもう２つ有ります。 施設側が算定する物です。 

1. 介護保険施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する

口腔ケアに関わる技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合。  

2.  歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入

院患者の口腔ケア・マネジメントに係わる計画が作成されていること 

  以上の要件を満たした場合、口腔機能維持管理体制加算  ３０単位/月  

それに加え､以下の要件を満たす場合は口腔機能維持管理加算 １１０単位/月 

1.  歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合。 

2.  口腔機能維持管理体制を算定していることが条件。 

3.  訪問歯科衛生指導が実施されている場合は本加算は算定出来ない。 

８ 



元気なうちに、かかりつけの歯科医院を持ってください。将来問題となるような口腔内の病気は、早い時

期に治療しておくことは大変重要です。かかりつけの歯医者さんがいると患者さんとの信頼関係が構築さ

れていますから、要介護状態になっても安心して歯科治療が受けられます  

高齢者の特徴として血圧や心臓の状態、糖尿病といった全身に関わる病気を有していることが多いです。 

そうした病気が ないとしても、体力や体の抵抗力が低下し、わずかなことで体に変調をきたすため、歯科治

療には注意が必要です。 

投薬された薬によっては、治療が困難な場合があります。 

①ワーファリン・バファリン ： 脳梗塞などの再発防止薬で血が止まりにくい事があります。 

②降圧剤 ： 高血圧の治療薬で歯科麻酔で飲んでいても治療中に血圧が上がることがあります。 

③ビスホスホネート剤 ： 骨粗鬆症の治療薬で歯を抜いた時に治りが悪いことがあります。 

重度の認知症で意志の疎通が取れない場合は、義歯の作成が困難となります 。 

今までどうりで、直接かかりつけの歯科医の先生に相談していただいても結構です。 

歯磨きや入れ歯の手入れにより、お口の病気を防ぎ、誤えん性肺炎を予防して全身の健康を保持増進させ、

リハビリテーションにより、咀（そ）しゃく機能や舌の動きを回復させることを「口腔（こうくう）ケア」といいます。

「口腔ケア」をおこなうことによって、生活の質を高め、心身共に自立した生活を送る手助けをします。 

誤えん性肺炎 とは、口腔内の唾液や細菌が誤って気道に入り込むことで起きる肺炎です。誤嚥は特に夜間

に起こりやすく、誤嚥を起こしても「むせ」などの自覚症状がないことがあります。これを繰り返すと誤嚥性肺炎

を起こします（不顕性誤嚥）。また、胃の内容物が嘔吐により気道に入った場合にも誤嚥性肺炎が起こること

があります。 食前、食後の口腔ケアと食事中の誤嚥防止が大切です。 

特に要介護高齢者において口腔衛生状態を良好に保つことにより、QOL（生活の質）を著しく低下させる不顕

性誤嚥による肺炎を予防することが報告され、介護予防という視点からも

注目されています。  

■口腔ケアで老人の肺炎予防 

実際に口腔ケアを実施した人たちと口 腔ケアを実施しなかった

人たちを比べると、 肺炎の発生率はおよそ40％減少させる効果

がありました。  
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第四回川内地域在宅医療連携多職種交流研修会が２月５日（木）１９：０

０～２０：５０に川内看護専門学校会議室でおこなわれました。司会進行

は岩下隆江氏（川内市医師会在宅医療支援センター準備室）が行い、江畑 

浩之先生（川内市医師会会長）の挨拶がありました。鹿児島県介護支援専

門員協議会川薩支部理事 居宅介護支援事業所ピア管理者の古城裕喜 先

生に「医療連携～ケアマネジャーができること～」を講演していただきました。その

後、事例について個人ワークシートを作成してグループワークを行い、皆さんに発表し

ていただきました。いつものように名刺交換会を行い最後は小山 寿先生（川内市医師

会理事）が閉会の挨拶をされました。 

シックデイ・ルール：発熱、嘔吐、下痢、食欲不振などにより、通常の食事が摂れない場合を言う。風邪を引

いたり怪我をしたり、どこかに炎症を起したり、そういった感染症・外傷・歯の病気などの糖尿病以外の病気

にかかった時のための特別なルール 

在宅医療支援センターでグループワークの内容をまとめられました。 

検討Ｉ：ある日の入浴介助で、どんな連携が取れていれぱよかったのでしょう？ 

急変時や緊急時の対応を決めておく。また、再発や危険の予測を立てる。事前ルール→基準やファー

ストコール、決まりを共有しておく。事業所内でスタッフ間でもきちんと伝える。 Ｄｒや訪問看護

師が体調管理の方法を伝達しておく。退院時カンファレンス(サービス担当者会議)で低血糖、誤嚥性

肺炎など。注意点など密に話し合いをしたほうが良かった。訪問看護、家族、主治医との連携(連絡

ノートなどの活用)。サービス担当者会議で事前に体調不良時の対応を決めておく。ヘルパーさんが

事前にケアマネや訪問看護師に連絡を取り、連携を図る(食事量のチェックや血糖値)。 

検討II：その日のデイケアでどんな共有や連携ができたら望みを支える支援に繋がったのでしょう？ 

ノートを見るという意識があることが良かった。些細なことも記入していることが良かった。「した

いこと」を大事にしていたことが良かった。みんなが目標を共有していたことが良かった。クリアで

きることを明確にしていたことが良かった。利用者のひと言を聞き逃さず、そのひと言にみんなで一

致団結して支えたので、意欲に繋がった。全てが良かった。 
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